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「
六
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八
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宮
造
営
注
文
」
に
み
る
御
家
人
役　
　
　

菊
池
紳
一
＊
元
前
田
育
徳
会
常
務
理
事

士
）
5
（
団
」
が
あ
り
、
御
家
人
へ
の
賦
課
方
式
を
（
1
）
甲
方
式
、（
2
）
乙
方
式
、

（
3
）
丙
方
式
に
分
類
し
て
い
）
6
（
る
。

　

本
稿
で
は
、「
建
長
帳
」
と
「
建
治
帳
」
を
比
較
し
つ
つ
、
武
蔵
武
士
の
負
担
と

そ
の
記
載
に
つ
い
て
、
二
、
三
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
は

鈴
木
宏
美
「「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
み
る
武
蔵
国
御
家
）
7
（
人
」
を
主
に
参
照
し

た
。

　

武
蔵
武
士
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
武
蔵
武
士
と
概
）
8
（
念
」
の
中
で
「
①
時
期
は
平
安

時
代
末
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
、
②
武
蔵
国
内
に
名
字
の
地
（
本
貫
地
）
を
持

つ
武
士
と
定
義
で
き
よ
う
。」
と
指
摘
し
、
そ
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
分
類
を
次
の

よ
う
に
分
類
し
た
。

　

Ⅰ
は
、
平
姓
秩
父
氏
を
出
自
と
す
る
畠
山
・
河
越
・
江
戸
等
の
一
族
。
Ⅱ
は
、
足

立
氏
・
比
企
氏
・
豊
島
氏
・
吉
見
氏
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
旧
郡
司
系
と
み
ら
れ
る
武

士
団
、
Ⅲ
は
、
後
世
「
武
蔵
七
党
」
と
呼
ば
れ
た
党
的
武
士
団
、
Ⅳ
は
、
秀
郷
流
藤

原
氏
の
流
れ
を
汲
む
大
田
氏
・
大
河
戸
氏
の
一
族
、
Ⅴ
は
、
そ
の
他
、
毛
呂
氏
・
長

井
斎
藤
氏
・
大
井
氏
・
品
川
氏
等
の
武
士
団
、
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
特
徴
と
し
て

は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
や
Ⅲ
の
一
部
の
よ
う
に
、
武
蔵
国
の
在
庁
と
し
て
活
躍
し
た
武
士
が
お

り
、
Ⅰ
・
Ⅱ
や
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
の
一
部
の
よ
う
に
河
内
源
氏
の
代
々
の
家
人
（
郎
党
）

と
い
う
伝
承
を
持
つ
武
士
が
い
る
。
但
し
、
Ⅲ
の
党
的
武
士
団
の
多
く
は
、
村
落
の

開
発
領
主
で
あ
り
、
頼
朝
に
従
っ
て
、
主
従
関
係
を
結
ん
だ
時
か
ら
武
士
と
し
て
活

動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
た
。

一
、
武
蔵
武
士
の
記
載
の
特
徴

　

本
章
で
は
、「
建
長
帳
」・「
建
治
帳
」
に
見
ら
れ
る
武
蔵
武
士
の
記
載
の
特
徴
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

﹁
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
﹂
に
み
る
御
家
人
役

　

―
　

武
蔵
武
士
の
表
記
を
中
心
に
　

―
　

菊
池
紳
一＊

は
じ
め
に

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
「
六
条
八
幡
宮
文
書
」
は
、
建
治
元
年
（
一
二
七

五
）
の
京
都
六
条
八
幡
宮
造
営
に
関
す
る
用
途
支
配
注
文
（
以
下
「
建
治
帳
」
と
略

称
す
る
）
を
含
む
文
書
群
で
、
京
都
の
醍
醐
寺
関
係
史
料
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
に
海
老
名
尚
・
福
田
豊
彦
「『
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
』「
六
条
八

幡
宮
造
営
注
文
」
に
つ
い
）
1
（
て
」
で
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
御
家
人
制
を
中
心
に
、
様
々

な
角
度
で
検
討
さ
れ
て
き
）
2
（

た
。
私
も
、
一
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
京
都
古
代

中
世
古
文
書
金
石
文
集
）
3
（

成
』
に
全
文
を
掲
載
し
、
そ
の
解
説
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
建
治
帳
」
と
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
史
料
に
、
そ
れ
よ
り
二
十
五

年
前
の
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
三
月
日
の
閑
院
内
裏
造
営
雑
掌
目
録
（
以
下
「
建

長
帳
」
と
略
称
す
）
4
（

る
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
石
田
祐
一
「
惣
領
制
と
武
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表
Ⅰ　

武
蔵
武
士
負
担
一
覧
（
建
長
帳
・
建
治
帳
の
比
較
）

建　
　

長　
　

帳

建　
　

治　
　

帳

備　

考

御
家
人
名

負
担
箇
所

御
家
人
名

記
載
場

所

負
担
額

Ⅰ
、
平
姓
秩
父
氏
を
出
自
と
す
る
畠
山
・
河
越
・
江
戸
等
の
一
族

（
な
し
）

稲
毛
五（行
重
カ
）

郎
跡

武
蔵

五
貫

平
姓
秩
父
氏
、
橘
樹
郡
稲

毛
荘

江
戸
入（重
長
カ
）

道
跡

河
堰
十
丈

江
戸
入（重
長
カ
）

道
跡

武
蔵

廿
貫

平
姓
秩
父
氏
、
豊
島
郡
江

戸
郷

小
沢
女
房

宮
御
方
西
渡

廊

（
な
し
）

平
姓
秩
父
氏
、
橘
樹
郡
小

沢
郷

河
越
次（
重
時
）
郎
跡

築
地
五
本

河
越
次（
重
時
）
郞
跡

武
蔵

廿
貫

平
姓
秩
父
氏
、
入
間
郡
河

越
荘

河
越
三（
重
員
）
郎
跡

裏
築
地
二
本

河
越
三（重
員
）
郎
（
跡
脱
カ
）
武
蔵

十
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

葛
貫
三（盛
重
カ
）

郎
跡

武
蔵

四
貫

平
姓
秩
父
氏
、
入
間
郡
葛

貫

（
な
し
）

中
澤
三
郎
跡

武
蔵

八
貫

平
姓
秩
父
氏
、
那
賀
郡
中

沢
郷

（
な
し
）

中
澤
後
家
跡

武
蔵

五
貫

（
同
右
）

畠
山
上（泰
国
）野前

司

築
地
二
本

畠
山
上（泰
国
）野入

道
跡

鎌
倉
中

廿
五
貫

平
姓
秩
父
氏
か
ら
足
利
氏

Ⅱ
、
足
立
氏
・
比
企
氏
・
豊
島
氏
・
吉
見
氏
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
旧
郡
司
系
と
み
ら
れ
る
武
士
団

足
立
左（元
春
カ
）

衛
門
尉
跡

西
四
足
右
衛

門
陣

足
立
八（元
春
）郎左

衛
門
尉

跡

鎌
倉
中

廿
貫

藤
原
氏
、
足
立
郡

（
な
し
）

足
立
九
郎
左
衛
門
跡

鎌
倉
中

十
貫

（
同
右
）

豊
島
左
衛
門
跡

裏
築
地
三
本

豊
嶋
右
衛
門
尉
跡

武
蔵

十
五
貫

秩
父
平
氏
、
豊
島
郡

（
な
し
）

豊
嶋
兵
衛
尉
跡

武
蔵

五
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

豊
嶋
六
郎
跡

武
蔵

三
貫

（
同
右
）

　

ま
ず
、
前
述
し
た
先
行
研
究
で
あ
る
鈴
木
宏
美
氏
の
指
摘
を
確
認
し
て
お
き
た
）
9
（
い
。

①
全
体
の
負
担
額
か
ら
み
る
と
、
負
担
額
は
諸
国
中
の
三
一
％
（
人
数
は
一
位
）
で

あ
り
、
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
に
お
け
る
武
蔵
の
重
要
性
が
、
建
治
年
中
で
も
継
続

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

②
武
蔵
武
士
全
体
と
し
て
み
る
と
、
人
数
で
は
総
人
数
の
約
五
分
の
一
で
あ
る
が
、

負
担
額
は
総
額
の
約
九
分
の
一
と
、
武
蔵
武
士
は
中
小
武
士
が
多
か
っ
た
。

③
こ
れ
に
関
連
し
て
、「
某
所
人
々
」（
惣
領
に
統
括
さ
れ
な
い
党
的
武
士
団
）
の
表

記
は
、
武
蔵
が
そ
の
多
く
を
占
め
、
こ
の
点
で
党
的
武
士
団
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示

す
。

④
「
建
長
帳
」・「
建
治
帳
」
を
比
べ
る
と
、
後
者
の
方
が
大
衆
課
税
的
で
あ
り
、
前

者
に
し
か
見
え
な
い
者
や
後
者
に
し
か
見
え
な
い
者
が
存
在
す
る
。
両
者
は
武
蔵
武

士
の
御
家
人
を
網
羅
し
て
い
な
）
10
（
い
。

⑤
配
列
順
に
つ
い
て
は
、「
鎌
倉
中
」
の
中
条
・
足
立
・
都
筑
・
小
河
の
諸
氏
や

「
武
蔵
」
の
冒
頭
に
記
載
さ
れ
る
河
越
・
江
戸
・
豊
島
の
諸
氏
は
、
早
く
か
ら
源
頼

朝
に
服
属
し
た
家
々
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
配
列
は
、
児
玉
・
丹
等
の
各
党
別
に
一

括
配
列
さ
れ
る
。

⑥
幕
府
が
御
家
人
の
代
替
わ
り
、
御
家
人
の
移
動
を
把
握
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

幕
府
は
い
そ
い
で
各
国
に
大
田
文
調
進
を
命
じ
て
い
る
。
以
上
で
あ
る
。

　

次
に
「
表
Ⅰ　

武
蔵
武
士
負
担
一
覧
（「
建
長
帳
」・「
建
治
帳
」
の
比
較
）」
を
掲

載
し
て
、
分
析
を
進
め
た
い
。
こ
の
表
Ⅰ
の
構
成
は
、
武
蔵
武
士
を
前
述
御
家
人
の

分
類
Ⅰ
〜
Ⅴ
に
分
け
て
記
載
し
、
配
列
は
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅳ
は
名
字
の
五
十
音
順
、
Ⅲ
は

猪
俣
党
・
私
市
党
等
、
武
蔵
七
）
11
（

党
の
五
十
音
順
、
Ⅴ
は
桓
武
平
氏
・
紀
氏
等
、
本
姓

の
五
十
音
順
と
し
た
。
表
Ⅰ
の
上
段
に
建
長
帳
（
御
家
人
名
と
負
担
箇
所
）、
下
段

に
建
治
帳
（
御
家
人
名
と
掲
載
箇
所
、
負
担
額
）、
最
下
段
の
備
考
欄
に
、
氏
族
・

党
、
名
字
の
地
（
主
に
郡
郷
）
等
を
記
載
し
た
。
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菊
池
紳
一

蛙
河
刑（高
家
）部丞

跡

河
堰
六
丈

蛭
河
刑（高
家
）部丞

跡

武
蔵

七
貫

児
玉
党
、
児
玉
郡
蛭
河
郷

本
庄
四
郎
左
衛
門

尉

裏
築
地
一
本
（
な
し
）

児
玉
党
、
児
玉
郡
本
庄

本
庄
三
郎
左
衛
門

入
道

河
堰
六
丈

（
な
し
）

（
同
右
）

（
な
し
）

真
下
右
衛
門
尉
跡

武
蔵

四
貫

児
玉
党
、
児
玉
郡
真
下

（
な
し
）

目
黒
左
近
入
道
跡

鎌
倉
中

五
貫

児
玉
党
カ
、
荏
原
郡
目
黒

（
な
し
）

青
木
左
衛
門
入
道
跡

武
蔵

六
貫

丹
党
、
高
麗
郡
青
木

安
保
刑（実
光
）部丞
跡

裏
築
地
二
本

阿
保
刑（実
光
）部丞
跡

武
蔵

廿
貫

丹
党
、
賀
美
郡
安
保
郷

加
治
人
々

裏
築
地
二
本

加
治
人
々

武
蔵

廿
貫

丹
党
、
高
麗
郡
加
治
郷

（
な
し
）

高
麗
左
衛
門
尉
跡

武
蔵

三
貫

丹
党
、
高
麗
郡
高
麗
郷

勅
使
河
原
後
四
郎

跡

裏
築
地
一
本

勅
使
河
原
後
四
郎
跡

武
蔵

四
貫

丹
党
、
賀
美
郡
勅
使
河
原

中
村
八
郎
馬
入
道

跡

裏
築
地
一
本

中
村
八
郎
馬
允
跡

武
蔵

五
貫

丹
党
、
秩
父
郡
中
村
郷

中
村
馬（時
経
）允跡

裏
築
地
一
本

中
村
新
馬
允
跡

武
蔵

八
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

山
田
太
郞
跡

武
蔵

五
貫

丹
党
、
秩
父
郡
山
田

都
筑
右（経
景
）衛門
跡

河
堰
五
丈

都
筑
右（
経
景
）
衛
門
尉
跡

鎌
倉
中

五
貫

都
筑
党
、
綴
喜
郡

（
な
し
）

都
筑
民
部
大
夫
跡

鎌
倉
中

五
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

都
筑
左
衛
門
入
道

鎌
倉
中

三
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

小
河
右
衛
門
尉
跡

鎌
倉
中

六
貫

西
党
、
多
摩
郡
小
川
郷

（
な
し
）

小
河
太（宗
弘
カ
）

郞
入
道
跡

武
蔵

六
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

立
河
馬（恒
成
カ
）

入
道
跡

武
蔵

六
貫

西
党
、
多
摩
郡
立
河
郷

（
な
し
）

鳩
谷
八
郎
跡

武
蔵

三
貫

足
立
氏
カ
、
足
立
郡
鳩
谷

郷

Ⅲ
、
後
世
「
武
蔵
七
党
」
と
呼
ば
れ
た
党
的
武
士
団

内
島
三（忠
俊
カ
）

郎
跡

裏
築
地
一
本

内
嶋
三（忠
俊
カ
）

郎
跡

武
蔵

五
貫

猪
俣
党
、
榛
沢
郡
内
ヶ
島

岡
部
兵
衛
尉
跡

裏
築
地
一
本

岡
部
平
六
兵
衛
尉
跡

武
蔵

八
貫

猪
俣
党
、
榛
沢
郡
岡
部

（
な
し
）

滝
瀬
左
衛
門
入
道

武
蔵

五
貫

猪
俣
党
、
榛
沢
郡
滝
瀬
郷

藤
田
兵
衛
尉
跡

河
堰
六
丈

藤
田
右（能
国
）衛門
尉
跡

武
蔵

八
貫

猪
俣
党
、
男
衾
郡
藤
田

（
な
し
）

古
郡
右（時
員
カ
）

近
将
監
跡

武
蔵

七
貫

猪
俣
党
、
那
賀
郡
古
郡

（
な
し
）

久
下
権（直
光
）守跡

武
蔵

十
貫

私
市
党
、
大
里
郡
久
下
郷

（
な
し
）

𤭖
尻
三
郎
跡

武
蔵

四
貫

私
市
党
、
幡
羅
郡
𤭖
尻
郷

浅
羽
人
々

裏
築
地
一
本

浅
羽
小
大
夫
跡

武
蔵

八
貫

児
玉
党
、
入
間
郡
浅
羽
郷

（
な
し
）

阿
佐
美
右（実
高
）衛門

尉
跡

武
蔵

七
貫

児
玉
党
、
児
玉
郡
阿
佐
美

郷

越
生
人
々

裏
築
地
二
本

越
生
人
々

武
蔵

七
貫

児
玉
党
、
入
間
郡
越
生
郷

塩
屋
民（家
経
）部大

夫
跡

裏
築
地
三
本

塩
谷
民（家
経
）部大

夫
跡

武
蔵

十
貫

児
玉
党
、
児
玉
郡
塩
谷
郷

四
方
田
五（弘
綱
）郎跡

裏
築
地
一
本
（
な
し
）

児
玉
党
、
児
玉
郡
四
方
田

（
な
し
）

志
村
人
々

武
蔵

五
貫

児
玉
党
、
足
立
郡
志
村

（
な
し
）

庄
大（家
長
）郎・
同
次（弘
定
）郞跡

武
蔵

八
貫

児
玉
党
、
児
玉
郡
本
庄

（
な
し
）

庄
四
郎
入
道
跡

美
作

八
貫

（
同
右
）

小
代
人
々

裏
築
地
二
本

小
代
人
々

武
蔵

十
貫

児
玉
党
、
入
間
郡
小
代
郷

（
な
し
）

秩
父
平
太
入
道
跡

武
蔵

六
貫

児
玉
党
、
秩
父
郡

（
な
し
）

秩
父
武（行
綱
）者次

郞
跡

武
蔵

七
貫

（
同
右
）
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（
な
し
）

熊
谷
三
郎
入
道
跡

武
蔵

六
貫

桓
武
平
氏
、
大
里
郡
熊
谷

郷

新
開
荒（実
重
）次郎
跡

河
堰
八
丈

新
開
荒（実
重
）次郞
跡

武
蔵

八
貫

桓
武
平
氏
土
肥
氏
、
榛
沢

郡
新
開
郷

（
な
し
）

新
開
三
郎
跡

陸
奧

三
貫

（
同
右
）

綱
島
左
衛
門
入
道

掃
部
寮
戸
屋

綱
島
左
衛
門
入
道
跡

鎌
倉
中

七
貫

桓
武
平
氏
、
橘
樹
郡
綱
島

郷

三
田
入
道
跡

裏
築
地
一
本

三
田
入
道
跡

武
蔵

三
貫

桓
武
平
氏
相
馬
氏
、
荏
原

郡
三
田
郷

大
井
左
衛
門
尉

裏
築
地
二
本

大
井
人
々

武
蔵

八
貫

紀
氏
、
荏
原
郡
大
井
郷

品
河
三（清
実
）郎入
道
跡

裏
築
地
二
本

品
河
人
々

武
蔵

七
貫

紀
氏
、
荏
原
郡
品
川
郷

（
な
し
）

津
戸
入
道
跡

武
蔵

三
貫

菅
原
姓
、
埼
玉
郡
忍
保
カ

（
な
し
）

箕
田
入
道
跡

武
蔵

三
貫

清
和
源
氏
カ
、
足
立
郡
箕

田
郷

池
上
左
衛
門
尉

裏
築
地
三
本
（
な
し
）

藤
原
姓
、
荏
原
郡
千
束
郷

池
上
村

（
な
し
）

泉
入
道

武
蔵

四
貫

藤
原
姓
毛
呂
氏
カ
、
比
企

郡
泉
カ

（
な
し
）

岩
淵
山
城
前
司
跡

武
蔵

五
貫

秀
郷
流
藤
原
氏
阿
曽
沼
氏

カ
、
高
麗
郡
岩
淵
カ

押
垂
斎
藤
左（基
時
カ
）

衛
門

尉
跡

本
所

押
垂
斎
藤
左（基
時
カ
）
衛
門
尉

跡

武
蔵

十
五
貫

藤
原
北
家
時
長
流
、
比
企

郡
押
垂

（
な
し
）

須
賀
入
道
跡

武
蔵

七
貫

秀
郷
流
藤
原
氏
小
山
氏
、

埼
玉
郡
太
田
荘
須
賀

玉
井
左
衛
門
跡

裏
築
地
二
本
（
な
し
）

藤
原
北
家
成
田
氏
族
、
幡

羅
郡
玉
井

（
な
し
）

長
井
斎
藤
五
郎
左
衛

門
尉
跡

武
蔵

五
貫

藤
原
姓
、
幡
羅
郡
長
井
荘

（
な
し
）

田
村
馬（盛
忠
カ
）

允
跡

武
蔵

三
貫

西
党
、
多
摩
郡
カ

（
な
し
）

西
権
三
郎
跡

武
蔵

七
貫

西
党
、
多
摩
郡

（
な
し
）

鬼
窪
太
郎
入
道
跡

武
蔵

七
貫

野
与
党
、
埼
玉
郡
鬼
窪
郷

柏
間
左
衛
門
入
道

裏
築
地
一
本

栢
間
左
衛
門
入
道
跡

武
蔵

六
貫

野
与
党
、
埼
玉
郡
栢
間
郷

（
な
し
）

渋
江
人
々

武
蔵

六
貫

野
与
党
、
埼
玉
郡
渋
江
郷

（
な
し
）

多
加
谷
六（光
基
カ
）

平
二

武
蔵

八
貫

野
与
党
、
埼
玉
郡
多
賀
谷

郷

（
な
し
）

金
子
十（家
忠
）郎跡

武
蔵

十
貫

村
山
党
、
入
間
郡
金
子
郷

（
な
し
）

金
子
余（近
則
）一跡

武
蔵

七
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

久
米
七
郎
跡

武
蔵

六
貫

村
山
党
、
入
間
郡
久
米
郷

（
な
し
）

須
久
呂
兵
衛
尉
跡

武
蔵

五
貫

村
山
党
、
入
間
郡
勝
郷

（
な
し
）

仙
波
人
々

武
蔵

十
貫

村
山
党
、
入
間
郡
仙
波

（
な
し
）

大
串
野（隆
保
）五郎
跡

武
蔵

六
貫

横
山
党
、
比
企
郡
大
串
郷

（
な
し
）

小
田
弥
二
郎
跡

武
蔵

三
貫

横
山
党
、
多
摩
郡
小
田
保

平
子
左
衛
門
跡

裏
築
地
一
本

平
子
馬（有
長
）允跡

武
蔵

七
貫

横
山
党
、
久
良
岐
郡
郡
平

子
郷

平
子
次
郎
入
道
跡

河
堰
十
丈

（
な
し
）

（
同
右
）

中
条
出（家
長
）羽前

司
跡

御
厨
子
所

中
条
出（家
長
）羽前

司
跡

鎌
倉
中

百
貫

横
山
党
か
ら
宇
都
宮
氏
、

幡
羅
郡
中
条
保

中
条
右
馬
助
入
道

橋
一
所

（
な
し
）

（
同
右
）

Ⅳ
、
秀
郷
流
藤
原
氏
の
流
れ
を
汲
む
大
田
氏
・
大
河
戸
氏
の
一
族

（
な
し
）

大
河
戸
四（行
平
）郎跡

武
蔵

十
貫

秀
郷
流
大
田
氏
、
大
河
戸

御
厨

清
久
左
衛
門
跡

裏
築
地
一
本

清
久
左
衛
門
尉
跡

武
蔵

六
貫

秀
郷
流
大
田
氏
、
埼
玉
郡

清
久

Ⅴ
、
そ
の
他
、
毛
呂
氏
・
長
井
斎
藤
氏
・
大
井
氏
・
品
川
氏
等
の
武
士
団
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「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
み
る
御
家
人
役　
　
　

菊
池
紳
一

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三
、﹁
鎌
倉
中
﹂
記
載
の
武
蔵
武
士

　

次
に
、「
鎌
倉
中
」
に
記
載
さ
れ
る
武
蔵
武
士
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
畠
山

氏
（
Ⅰ
）、
足
立
氏
（
Ⅱ
、
二
人
）、
目
黒
氏
、
都
筑
氏
（
三
人
）、
小
河
氏
、
中
条

氏
（
以
上
Ⅲ
）、
綱
島
氏
（
Ⅴ
）
が
見
え
る
。
鈴
木
宏
美
氏
は
、
彼
ら
を
早
く
源
頼

朝
に
服
属
し
た
家
々
で
あ
る
と
評
価
す
る
。

　

彼
ら
の
負
担
は
、「
建
長
帳
」
は
西
右
衛
門
陣
（
足
立
元
春
跡
）、
御
厨
子
所
（
中

条
家
長
跡
）、
掃
部
寮
戸
屋
（
綱
島
左
衛
門
入
）
12
（
道
）
と
殿
舎
に
関
わ
る
造
営
負
担
が

多
い
。
た
だ
「
鎌
倉
中
」
で
も
、
都
筑
氏
（
三
人
）
の
よ
う
に
Ⅲ
に
分
類
さ
れ
る
党

的
武
士
は
河
堰
五
丈
の
負
担
で
あ
る
。「
武
蔵
」
に
記
載
さ
れ
る
他
の
武
蔵
武
士
は
、

河
堰
（
五
〜
十
丈
）・
築
地
（
二
〜
五
本
）・
裏
築
地
（
一
〜
三
本
）
と
負
担
が
少
な

く
、
閑
院
内
裏
の
周
辺
部
を
担
当
し
て
い
る
。「
建
治
帳
」
で
は
、
三
〜
十
貫
を
負

担
す
る
御
家
人
に
該
当
す
る
。
御
家
人
台
帳
記
載
の
所
領
の
多
寡
に
よ
っ
て
御
家
人

役
を
宛
て
課
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
規
模
の
小
さ
い
御
家
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

四
、﹁
建
長
帳
﹂・﹁
建
治
帳
﹂
の
負
担
の
相
違

　

次
に
、「
建
長
帳
」
と
「
建
治
帳
」
と
格
差
が
あ
る
例
を
見
て
み
よ
う
。「
鎌
倉

中
」
の
畠
山
氏
の
他
、「
武
蔵
」
に
記
載
さ
れ
る
江
戸
氏
・
河
越
氏
（
以
上
Ⅰ
）、
豊

島
氏
（
Ⅱ
）、
安
保
氏
・
加
治
氏
（
以
上
Ⅲ
）、
広
沢
氏
（
Ⅴ
）
等
が
そ
れ
に
該
当
す

る
。

　

畠
山
氏
は
、「
建
長
帳
」
の
「
畠
山
上
野
前
司
（
泰
国
）」
が
築
地
二
本
と
、
他
の

成
田
入
道
跡

裏
築
地
二
本

成
田
入
道
跡

武
蔵

六
貫

藤
原
北
家
成
田
氏
族
、
埼

玉
郡
成
田
郷

広
沢
左
衛
門
入
道

跡

裏
築
地
五
本

広
沢
左
衛
門
尉
跡

武
蔵

廿
貫

藤
原
北
家
魚
名
流
、
新
座

郡
広
沢
郷

別
府
左（行
助
カ
）

衛
門

裏
築
地
一
本

別
符
左（行
助
カ
）

衛
門
尉
跡

武
蔵

五
貫

藤
原
北
家
成
田
氏
族
、
埼

玉
郡
別
府

（
な
し
）

別
符
刑（義
行
）部丞
跡

武
蔵

三
貫

（
同
右
）

（
な
し
）

毛
呂
豊（季
光
）後入
道
跡

武
蔵

五
貫

藤
原
姓
、
入
間
郡
毛
呂
郷

若
児
玉
次
郎

裏
築
地
一
本

若
児
玉
次
郞
跡

武
蔵

五
貫

秀
郷
流
藤
原
氏
足
利
氏
、

埼
玉
郡
若
小
玉

（
な
し
）

石
戸
入
道
跡

武
蔵

八
貫

不
明
、
足
立
郡
石
戸
郷

（
な
し
）

大
宮
五
郎
跡

武
蔵

三
貫

不
明
、
足
立
郡
大
宮
カ

忍
入
道
跡

河
堰
五
丈

忍
入
道
跡

武
蔵

三
貫

不
明
、
埼
玉
郡
忍

（
な
し
）

恩
田
太
郞
跡

武
蔵

三
貫

不
明
、
大
里
郡
恩
田
御
厨

（
な
し
）

片
山
人
々

武
蔵

七
貫

不
明
、
新
座
郡
片
山
郷

（
な
し
）

河
田
八
郎
跡

武
蔵

五
貫

不
明
、
足
立
郡
河
田
郷

西
条
人
々

河
堰
五
丈

西
条
人
々

武
蔵

五
貫

不
明
、
埼
玉
郡
西
条
郷

庁
鼻
和
左
衛
門
跡

裏
築
地
二
本
（
な
し
）

不
明
、
幡
羅
郡
庁
鼻
和

（
な
し
）

土
淵
矢
三
入
道
跡

武
蔵

五
貫

不
明
、
多
摩
郡
土
淵
郷

（
な
し
）

平
井
太
郞
跡

武
蔵

三
貫

不
明
、
多
摩
郡
平
井
郷

広
田
馬
允

裏
築
地
二
本

弘
田
人
々

武
蔵

五
貫

不
明
、
埼
玉
郡
広
田

（
な
し
）

保
古
右
馬
入
道
跡

武
蔵

五
貫

不
明
、
不
明

　

最
初
に
、
表
Ⅰ
全
般
を
見
て
気
付
い
た
点
を
示
す
。
人
数
と
し
て
は
Ⅲ
が
多
く
Ⅴ

が
こ
れ
に
次
ぐ
。「
建
長
帳
」
の
一
件
平
均
の
負
担
額
を
比
較
す
る
と
、
Ⅰ
が
最
も

多
く
、
一
件
約
十
二
貫
、
Ⅱ
が
約
十
貫
、
Ⅲ
が
約
七
貫
、
Ⅳ
が
八
貫
、
Ⅴ
が
約
六
貫

の
順
と
な
る
。
結
論
と
し
て
は
、
武
蔵
武
士
の
典
型
は
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
の
中
小
武
士
で
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た
。
武
蔵
武
士
の
典
型
は
所
領
規
模
の
小
さ
い
御
家
人
で
あ
る
点
、
御
家
人
役
の
賦

課
は
、
基
本
的
に
は
所
領
規
模
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
検
討
を
要
す
る
場
合
が
あ

る
点
を
確
認
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
同
じ
名
字
で
複
数
件
記
載
さ
れ
る
御
家
人
の
背

景
に
何
が
あ
る
の
か
。「
某
跡
」
と
「
地
名
＋
人
々
」
の
表
記
の
違
い
は
何
に
起
因

す
る
の
か
。
ま
だ
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
も
尽
き
た
の
で
こ
こ
ら
で

擱
筆
し
た
い
。

註（
1
）　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
五
。
そ
の
後
、
福
田
豊
彦
『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内

乱
』
Ⅱ
部
に
転
載
所
収
さ
れ
た
。

（
2
）　

網
野
善
彦
「
甲
斐
国
御
家
人
に
つ
い
て
の
新
史
料
」（『
山
梨
県
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
三

年
）、
福
田
豊
彦
「
房
総
の
御
家
人
に
つ
い
て
」（『
中
世
の
社
会
と
権
力
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

四
年
）、
石
井
進
「
信
濃
の
風
土
と
歴
史
（
開
館
記
念
講
演
）」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
一

号
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
中
世
の
古
文
書
を
読
む
―
建
治
元
年
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
の
語
る
も

の
―
」（『
新
し
い
史
料
学
を
求
め
て
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
大
学
院
セ
ミ
ナ
ー
編
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
）、
小
林
計
一
郎
「
鎌
倉
時
代
の
信
濃
御
家
人
―
建
治
元
年
の
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注

文
」
を
通
し
て
」（『
長
野
』
一
八
五
号
、
一
九
九
六
年
）、
鈴
木
宏
美
「「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」

に
み
る
武
蔵
国
御
家
人
」（
初
出
、『
埼
玉
地
方
史
』
四
〇
号
、
一
九
九
八
年
。
岡
田
清
一
編
『
河
越

氏
の
研
究
』、
名
著
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
関
東
武
士
研
究
叢
書
、
第
二
期
第
四
巻
に
転
載
）。
な
お
、

「
鎌
倉
中
」
に
注
目
し
た
拙
稿
「「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
見
る
二
・
三
の
課
題
」
を
書
く
予
定

で
あ
る
。

（
3
）　

第
一
巻
、
古
文
書
編
一
、
角
川
書
店
、
平
成
五
年
。

（
4
）　
『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
三
月
一
日
条
所
収
。
こ
れ
も
注
（
3
）
の
『
東
京
都
古
代
中
世
古
文
書
金

石
文
集
成
』
に
全
文
掲
載
し
た
。

（
5
）　
『
中
世
の
窓
』
六
号
、
一
九
六
〇
年
。

（
6
）　

こ
の
分
類
の
内
容
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。（
1
）
甲
方
式
は
、「
某
」
と
し
て
の
勤
仕
で
、
現
存

の
一
人
物
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
。（
2
）
乙
方
式
は
、「
某
跡
」
と
し
て
の
勤
仕
で
、 

故
人
の
名
に
よ

っ
て
そ
の
遺
跡
相
続
者
が
一
括
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
か
ら
惣
領
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
乙
方
式
は
最
も
多
く
見
出
さ
れ
る
方
法
で
、
一
般
的
傾
向
を
物
語
っ
て
い
る
。（
3
）

丙
方
式
は
、「
某
所
人
々
」
が
勤
仕
す
る
も
の
で
、 

幕
府
に
よ
っ
て
最
初
か
ら
「
人
々
」
と
し
て
把

握
さ
れ
た
複
数
の
始
祖
を
有
し
た
た
め
に
こ
の
様
な
取
扱
い
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の

武
蔵
武
士
と
同
程
度
で
あ
る
が
、「
建
治
帳
」
で
は
「
畠
山
上
野
前
司
（
泰
国
）
跡
」

が
二
十
五
貫
と
か
な
り
負
担
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
畠
山
泰
国
は
、『
吾
妻
鏡
』
弘

長
三
年
（
一
二
六
三
）
八
月
八
日
条
が
終
見
で
あ
り
、
建
治
年
間
以
前
に
故
人
と
な

っ
て
い
た
。
泰
国
は
、
通
常
は
在
鎌
倉
で
、
御
家
人
と
し
て
将
軍
の
御
出
に
供
奉
す

る
役
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
）
13
（
る
。
泰
国
の
負
担
が
増
加
し
た
背
景
に
は
、
所
領

の
増
加
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
泰
国
の
母
（
北

条
時
政
女
）
没
後
、
そ
の
遺
領
を
受
け
継
い
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

Ⅰ
の
江
戸
氏
・
河
越
氏
は
「
建
長
帳
」
で
は
各
々
河
堰
十
丈
・
築
地
五
本
・
裏
築

地
二
本
で
あ
る
が
、「
建
長
帳
」
で
は
二
十
貫
・
二
十
貫
・
十
貫
を
負
担
す
る
。
Ⅱ

の
豊
島
氏
も
前
者
は
裏
築
地
三
本
に
対
し
後
者
は
十
五
貫
、
Ⅲ
の
安
保
氏
・
加
治
氏

も
前
者
は
裏
築
地
二
本
・
裏
築
地
二
本
、
後
者
は
二
十
貫
・
二
十
貫
、
Ⅴ
の
広
沢
氏

も
前
者
は
裏
築
地
五
本
、
後
者
は
二
十
貫
を
負
担
す
る
。
他
の
武
蔵
武
士
を
見
る
と
、

例
え
ば
、
都
筑
右
衛
門
（
経
景
）
跡
、
忍
入
道
跡
、
西
条
人
々
は
「
建
長
帳
」
が

各
々
河
堰
五
丈
に
対
し
、「
建
治
帳
」
で
は
各
々
五
貫
・
三
貫
・
五
貫
で
あ
る
。
ま

た
、「
建
長
帳
」
で
裏
築
地
二
本
を
負
担
す
る
越
生
人
々
、
小
代
人
々
、
加
治
人
々
、

大
井
左
衛
門
尉
、
品
河
三
郎
入
道
（
清
実
）
跡
、
成
田
入
道
跡
、
広
田
馬
允
は
、

「
建
治
帳
」
で
は
各
々
七
貫
・
十
貫
・
二
十
貫
・（
大
井
人
々
）
八
貫
・（
品
川
人
々
）

七
貫
・
六
貫
・（
弘
田
人
々
）
五
貫
で
あ
り
、「
建
長
帳
」
か
ら
「
建
治
帳
」
ま
で
の

二
十
五
年
の
変
化
を
換
算
し
て
も
、
五
貫
〜
二
十
貫
と
格
差
が
大
き
い
。
御
家
人
役

の
賦
課
は
、
基
本
的
に
は
所
領
規
模
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
）
14
（
る
。
し
か
し
、

検
討
を
要
す
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
）
15
（

る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
「
建
長
帳
」
と
「
建
治
帳
」
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
論
点
を
考
え
て
み
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「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
み
る
御
家
人
役　
　
　

菊
池
紳
一

分
類
は
、
福
田
豊
彦
氏
も
基
本
的
に
は
こ
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
（
注
（
1
）
論
考
参
照
）。

（
7
）　

注
（
2
）
記
載
の
鈴
木
宏
美
論
文
。
変
更
点
は
、「
大
井
人
々
」
の
項
目
で
、「
大
井
太
郞
」
と

「
大
井
左
衛
門
尉
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
前
者
は
信
濃
国
の
御
家
人
と
判
断
し
た
点
、
項
目
「
江
戸

入
道
跡
・
江
戸
三
郎
」
は
前
行
の
「
同
三
郎
」
の
見
間
違
え
と
判
断
し
削
除
し
た
。

（
8
）　

北
条
氏
研
究
会
編
『
武
蔵
武
士
の
諸
相
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
。
な
お
、
畠
山
上

野
前
司
に
つ
い
て
は
、
畠
山
重
忠
の
跡
を
継
承
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
便
宜
平
姓
秩
父
氏
（
Ⅰ
）
に

含
め
た
。
渡
政
和
「
鎌
倉
時
代
の
畠
山
氏
に
つ
い
て
（
上
）
―
源
姓
畠
山
氏
の
成
立
時
期
を
中
心
に

ー
」（
埼
玉
県
立
歴
史
資
料
館
『
研
究
紀
要
』
一
二
号
、
一
九
九
〇
年
）、
同
「
鎌
倉
時
代
の
畠
山
氏

に
つ
い
て
（
下
）
―
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
中
心
に
―
」（
埼
玉
県
立
歴
史
資
料
館
『
研
究
紀
要
』

一
三
号
、
一
九
九
一
年
）、
注
（
2
）
記
載
の
鈴
木
宏
美
論
文
参
照
。
な
お
、
畠
山
重
忠
の
遺
領
に

つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
七
月
八
日
、
尼
御
台
所
（
北
条
政

子
）
が
「
畠
山
次
郎
重
忠
余
党
等
所
領
」
を
勲
功
あ
る
御
家
人
に
宛
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
内
々
の

沙
汰
が
あ
り
、「
故
畠
山
二
郎
重
忠
後
家
所
領
等
」
は
一
旦
改
易
さ
れ
た
が
、
承
元
四
年
（
一
二
一

〇
）
五
月
十
四
日
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
家
（
北
条
時
政
女
）
の
所
領
に
名
字
の
地
で
あ
る

畠
山
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
以
外
は
分
か
ら
な
い
。
前
述
渡
政
和
論
文
、
清
水

亮
『
畠
山
重
忠
』（
吉
川
弘
文
館
、
人
物
叢
書
、
二
〇
一
八
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）　

注
（
2
）
の
鈴
木
宏
美
氏
論
文
。

（
10
）　

鈴
木
宏
美
氏
は
、
所
領
が
狭
小
で
賦
課
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
者
や
非
御
家
人
に
と
ど
ま
る
武

士
が
い
た
可
能
性
を
示
す
。
し
か
し
、「
建
長
帳
」・「
建
治
帳
」
が
、
参
照
し
た
御
家
人
台
帳
に
記

載
の
御
家
人
す
べ
て
に
賦
課
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
当
然
網
羅
は
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

（
11
）　

党
的
武
士
団
と
し
て
、
猪
俣
党
・
私
市
党
・
児
玉
党
・
丹
党
・
都
筑
党
・
西
党
・
野
与
党
・
村
山

党
・
横
山
党
の
順
で
掲
げ
た
。

（
12
）　

綱
島
氏
は
、
早
く
か
ら
安
達
氏
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
注
（
2
）
の
鈴
木
宏
美
氏
論
文
参
照
。

（
13
）　

注
（
8
）
の
渡
政
和
論
文
参
照
。

（
14
）　

注
（
1
）
福
田
豊
彦
論
文
。

（
15
）　

注
（
2
）
拙
稿
で
は
、
北
条
時
宗
が
中
心
に
な
っ
て
、
北
条
氏
が
自
発
的
に
ま
と
ま
っ
た
負
担
を

申
し
出
る
、「
勧
進
」
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
た
が
、
武
蔵
武
士
の
場
合
、
中
条
氏
が
そ
れ
に
当
た

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。


